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（契約担当担当官）

海上自衛隊余市防備隊本部補給科長

末　永　智　紹

　下記のとおり、一般競争入札に付します。

１　競争入札に付する事項

２　競争参加資格

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。

（２）令和４・５・６年度の防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＤ等級以上に格付けされ、

　　北海道地域の競争参加資格を有する者。

（３）防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官(以下「省指名停止権者」という。)又は海上幕僚長から

　　「装備品等及び役務調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

（４）前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、該当者と同種の物品の売買

　　又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。

（５）原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該

　　当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

（６）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律１３７号）により、関係自治体から「廃油」に係る

　　産業廃棄物収集運搬業」又は「産業廃棄物処分業」の許可を有する者。（一方が下請負となることを妨げない。）

（７）当該年度において、予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、契約担当官等が定める入札
　　参加資格者として、「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する
　　法律」（平成１９年法律第５６号）に基づき、別途配布する「環境配慮への取組状況及び優良基
　　準への適合状況に関する条件の提示について」の入札適合条件を満たすものであること。
３　入札手続等

（１）仕様書又は内訳書の交付期限

　　　日時： 令和６年５月２９日（水） １６時４５分　受領の際に「資格審査結果通知書」の写し、及び「産業

廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」の許可証の写しを提出して下さい。

なお、遠方であるため直接仕様書又は内訳書の受領ができない場合は、「入札参加申込書」に上記通知書

及び許可証の写しを添えてＦＡＸで送信することにより、確認後仕様書又は内訳書をＦＡＸ送付する。

（２）入札の日時及び場所

　　　日時： 令和６年５月３０日（木） １４時００分

　　　場所：余市防備隊　食堂

　　　（ただし、郵送による入札書の受領期限は、 令和６年５月２９日（水） １６時４５分必着

　　　　入札書の送付先：〒０４６－００２４ 北海道余市郡余市町港町国有地 　海上自衛隊余市防備隊本部補給科）

（３）入札者に必要な提出書類
　　　この一般競争に参加を希望する者は、２項（７）別途配布する「環境配慮への取組状況及び
　　優良基準への適合状況に関する条件の提示について」の入札適合条件を満たす書類を次に示す
　　期限までに提出しなければならない。
　　　なお、入札者は提出した資料に関し、説明、質問への回答、追加資料の提出、契約担当官等
　　との協議等に応じる義務を負うものとする。
　　また年度内において当該書類を提出し、承認されたものについては継続して認めるものとする。
（４）入札に必要な書類の提出期限
　　適合証明書及び提出資料：入札日前日の１２００まで
（５）入札方法：単　価

（６）入札の無効
　　ア　本公告に示した競争参加資格のない者及び入札の条件に違反した者。
　　イ　電送による入札。
　　ウ　仕様書又は内訳書を交付期限までに受領していない者。
４　保証金に関する事項

（１）入札保証金及び契約保証金：免　除

（２）落札者が契約を結ばないときは、落札金額（入札書に記載した金額の１１０分の１００（軽減税率対象品目に

　　ついては１０８分の１００、経過措置が適用される契約については適用される税率に応じた率）に相当する金額

    ）の１００分の５に相当する金額を違約金として徴収する。

５　契約書の作成の要否

（１）遅滞なく契約書の作成を要する。ただし、契約金額が１５０万円を超えず、特約条項の付与もない場合は請書の作成

　をもって代えることができる。

（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律１３７号）による委託契約書の作成を要する。なお、収集運搬

　　業者と処分業者が異なる場合は、各業者ごとに作成する。

６　適用する契約条項

　　役務請負契約一般条項

７　入札及び契約心得並びに契約条項を示す場所

　　余市防備隊補給科

８　その他

（１）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額をもって落札

　　価格とするので、各入札者は消費税課税免税業者を問わず、見積もった金額の１１０分の１００（軽減税率対象品

　　目については１０８分の１００、経過措置が適用される契約については適用される税率に応じた率）に相当する金 　　

　　額を入札書に記載すること。

　　　ただし、入札書に記載される書面上の金額が消費税法に規定する消費税の課税基準と一致しないものは除く。

（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関連法規で定められた基準について、仕様書において言及されていない事項に

　　ついては、官と落札業者で締結する「産業廃棄物処理委託契約書」に従うものとする。

（３）入札書を郵送するときは、入札書を封筒に封入し、さらに封筒に封入し、封筒表面に件名を朱書の上、必ず書留、

　　簡易書留又は配達記録郵便で送付すること。

（４）この入札に関する公告は、海上自衛隊ホームページ上で閲覧することができる。

　　（ホームページアドレス　https://www.mod.go.jp/msdf/bukei/index.html）

（５）中小企業者（中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第２条第１項に規定する者をいう。）

　　である場合には、一定の条件を満たす契約について、流動資産担保融資保証制度を利用することができる。

　　その場合、「債権譲渡制限特約の部分的解除に関する特約条項」を適用する。

（６）入札に関する問い合わせ先

　　　〒０４６－００２４　北海道余市郡余市町港町国有地　海上自衛隊余市防備隊補給科（担当：佐藤）

　　　電　話：０１３５－２３－２２４３（内線２４７）　ＦＡＸ：０１３５－２３－２４５０

余 防 契 公 告 第 ３ 号

調 達 要 求 番 号

06-1-2288-2362-5502 仕様書のとおり令和７年３月３１日（月）ビルジ搬出処理作業

入　　　札　　　公　　　告

履　行　場　所履　行　期　限件　　　　名

令 和 ６ 年 ４ 月 １ ８ 日


